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トシステムに関する指針」( 平成 11 年労働省

告示第 53 号 ) に定める危険性又は有害性等の

調査及び実施事項の特定の具体的実施事項とし

ても位置付けられるものである。

２　適用

　本指針は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸

気、粉じん等による、又は作業行動その他業務

に起因する危険性又は有害性（以下単に「危険

性又は有害性」という。）であって、労働者の

就業に係る全てのものを対象とする。

３　実施内容

　事業者は、調査及びその結果に基づく措置（以

下「調査等」という。）として、次に掲げる事

項を実施するものとする。

(1) 労働者の就業に係る危険性又は有害性の

特定

(2) (1) により特定された危険性又は有害性

によって生ずるおそれのある負傷又は疾病

の重篤度及び発生する可能性の度合（以下

「リスク」という。）の見積り

(3) (2) の見積りに基づくリスクを低減する

ための優先度の設定及びリスクを低減する

ための措置（以下「リスク低減措置」とい

う。）内容の検討

(4) (3) の優先度に対応したリスク低減措置

の実施

４　実施体制等

(1) 事業者は、次に掲げる体制で調査等を実

施するものとする。

ア　総括安全衛生管理者等、事業の実施を

２　適用について

(1) 指針の２は、労働者の就業に係るすべて

の危険性又は有害性を対象とすることを規

定したものであること。

(2) 指針の２の「危険性又は有害性」とは、

労働者に負傷又は疾病を生じさせる潜在

的な根源であり、ISO（国際標準化機構）、

ILO 等においては「危険源」、「危険有害要

因」、「ハザード（hazard）」等の用語で表

現されているものであること。

３　実施内容について

(1) 指針の３は、指針に基づき実施すべき事

項の骨子を示したものであること。

(2) 指針の３の「危険性又は有害性の特

定」は、ISO 等においては「危険源の同定 

(hazard identification)」等の用語で表現

されているものであること

４　実施体制等について

(1) 指針の４は、調査等を実施する際の体制

について規定したものであること。

(2) 指針の４(1) アの「事業の実施を統括管


